
 

 

適 正 な 工 事 の 施 工 を ！ 

－工事，委託の施工上の留意事項－ 

 

                              函館市土木部長 

  

 市発注の公共事業につきましては，地元業者，地元資材を積極的に活用し，雇用の安定と

就労の促進を図るとともに，下請負契約および工事代金等の支払の適正化などにより，事業

の有効かつ適正な執行に努めることとしていますので，この趣旨を理解され，次の事項につ

いて十分配慮し，優良な工事および委託の完成を期してください。 

 また，工事の一部を下請負に付す場合には，下請負人に対しても趣旨の徹底を図ってくだ

さい。 

 

記 

 

１ 公共事業における労務単価の積算について 

公共事業の積算については，二省協定単価に基づく労務単価により積算しているため，

この点に十分留意し，適正な賃金を支払われるよう配意してください。 

 

令和５年度二省（国土交通，農林水産）設計労務単価（※主要１２職種） 

                    （令和５年３月１日以降適用） 

職  種 金 額 職  種 金 額 

特殊作業員 
22,800  

(32,100) 
運転手（一般） 

19,200  

(27,000) 

普通作業員 
19,100  

(26,900) 
型 枠 工 

25,200  

(35,400) 

軽 作 業 員  
16,300  

(22,900) 
大   工 

27,300  

(38,400) 

と び 工 
26,100  

(36,700) 
左   官 

26,700  

(37,500) 

鉄 筋 工 
26,300  

(37,000) 
交通誘導警備員Ａ 

16,200  

(22,800) 

運転手（特殊） 
23,400  

(32,900) 
交通誘導警備員Ｂ 

13,400  

(18,800) 

 上段 ：公共工事設計労務単価 

  (下段)：公共工事設計労務単価＋必要経費（法定福利費の事業主負担額，労務管理費，宿舎費等）（参考値） 

 

※ 上記労務単価は，所定労働時間内８時間当たりの労務単価として設定したものであり，所定時

間外の労働に対する割増賃金や現場管理費，一般管理費等の諸経費は含まれていません。建設労

働者の雇用に伴って必要となる,法定福利費の事業主負担額，労務管理費，安全管理費，宿舎費

等を公共工事設計労務単価に加算した金額（参考値）を下段に括弧書きで示しています。 

     なお，全職種の労務単価については，国土交通省のホームページを参照ください（函館市土木

部管理課のホームページにもリンクを貼っています。）。 

 



 

 

２ 適正な下請契約の締結等について 

  工事の一部を下請負に付す場合には，建設業法第１９条の内容を備えた契約書により，

著しく短い工期としないなど適正な工期および工程の設定を含む契約を締結してください。 

また，下請代金の設定に当たっては，書面による見積依頼および建設業法施行令第６条

で定める見積期間の設定，明確な経費内訳による見積書の提出等に基づき双方の協議を行

うなど，適正な手順を経るとともに，施工責任範囲，施工条件等を反映した合理的なもの

としてください。 

  なお，見積書は，法定福利費が内訳明示された標準見積書を活用するとともに，双方の

協議においては，これを尊重してください。 

  一括下請負については，請負契約書第６条により禁止していますので，一括下請負とな

らないよう十分に留意するとともに，不必要な重層下請もしないよう努めてください。 

  下請負人の通知についても，請負契約書第７条により発注者に対する通知義務がありま

す。工事に係わる下請負業者等を元請けの責任において明確にし，１次および２次以下の

全てについて施工体制台帳を添付した「下請負人選定通知書」を提出してください。 

   

３ 適正な下請代金の支払について 

下請代金の支払は，下請業者や現場で働く労働者に不利にならないよう，速やかに現金

で行うようにしてください。やむを得ず手形を使用する場合は，９０日以内のなるべく短

いサイトでの支払いに努めてください。 

  特に労務費については，これに相当する額は必ず現金で支払うとともに，労務賃金が確

実に労働者に支払われるよう配意してください。 

 

４ 雇用通知書（労働条件通知書）の完全発行について 

労働基準法により，使用者が労働者と労働契約を締結する際には，賃金・労働時間・休

日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して，労働者に交付しなければなりません。 

  貴社の労働者はもとより，下請負がある場合は，その労働者も含めて雇用通知書の完全

発行を徹底してください。 

 

５ 法定労働時間の厳守および年次有給休暇の付与について 

  労働基準法に基づき週４０時間の法定労働時間を遵守するようにしてください。 

  また，雇い入れの日から起算して６か月間継続勤務し，全労働日の８割以上出勤した労

働者（する予定の者）には１０日間の年次有給休暇を付与してください。なお，労働基準

法改正により，年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して，年次有給休暇

の日数のうち年５日については，使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられ

ています。 

継続雇用する期間が６か月未満の季節労働者（出稼労働者）についても次に示す目安に

より有給休暇を付与するよう努めてください。 

(1) その継続する就労月数が３か月以上４か月未満の者には３日程度 

(2) その継続する就労月数が４か月以上６か月未満の者には５日程度 

季節労働者（出稼労働者）はその勤務形態から実際にこれらの有給休暇を取得できる期

間が短いと考えられることから，就労期間中に前倒しで付与する等実際に有給休暇が取得

できるよう努めてください。 

 

６ 労働者への法定福利費の適切な支払いについて 

  公平で健全な競争環境を構築し，建設業の担い手を育成・確保するため，令和４年度か

ら受注者に法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出させ，法定福利費が適切に請

負契約に計上されていることを確認します。 

  法定福利費は，労務費に一定の保険料率を乗じて算出されるものであり，法定福利費は

労務費の支払い確保と一体的に推進されるべきものであることから，労務費と法定福利費

の確保に係る取り組みを着実に進めてください。 

 

 



 

 

７ 労働者の福祉向上について 

  労働者の福祉向上のため，社会保険等（健康保険，厚生年金保険，雇用保険）および労

働者災害補償保険（以下，「労災保険」という。）の加入および適正な掛金の納付に努めて

ください。雇用保険については，雇用保険法改正により，平成２９年１月１日以降，６５

歳以上の方も適用の対象となりましたので加入手続きを行う必要があります。 

また，工事の一部を下請負に付す場合には，下請負人の各種保険への加入状況を確認す

るとともに，未加入（法律上の加入義務のない者（適用除外）を除く。）の場合には，下請

契約の相手方としないよう徹底してください。契約違反があった場合は，指名停止等の対

象となります。これは，法律上加入義務のある各種保険への加入を図るものであり，加入

義務のない保険への加入を求めているものではないことから，下請契約の相手方としてと

して適用除外となる建設業者を排除したり，作業員等について現場入場等を禁止したりす

ることのないよう留意してください。 

  なお，法定外労災補償制度への積極的な加入や一人親方等に対する労災保険への特別加

入制度の周知についても努めてください。 

 

８ 建設業退職金共済制度等への加入について 

  現場労働者の退職金制度確立のため，建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」とい

う。）未加入事業主については早急に加入されるとともに加入事業主については，「共済手

帳受払簿」および「共済証紙受払簿」を作成し，貴社の労働者の証紙の貼付はもとより，

下請負業者に対する証紙の交付と貼付の確認を徹底してください。 

  本市では，「函館市発注工事に係る元請事業主による建設業退職金共済制度関係事務受託

処理要領」に基づき，下請を含めた建退共証紙の適正な貼付を確認するため「建退共証紙

貼付実績書」を工事完成後に提出していただくこととしていますので，ご理解とご協力を

お願いします。 

  建退共制度については，平成２８年度から，退職金の支給要件の緩和や退職金額の上限

撤廃など一部変更されておりますので，貴社の労働者に対し，制度の周知を図ってくださ

い。 

  また，建退共の掛金納付方式に現在の「証紙貼付方式」に加え，「電子申請方式」も追加

され，令和３年３月１日より電子申請方式の受付が開始されております。 

なお，建退共制度の対象とならない事業主につきましては，中小企業退職金共済制度等

の退職金制度に加入され，貴社で働く労働者が何らかの退職金制度の恩恵を受けられるよ

うに努めてください。 

   

９ 消費税の適正納付等について 

  本市の工事請負代金額等には，消費税（地方消費税含む。）が含まれています。 

  従いまして，下請負契約，資材購入等において消費税および地方消費税額分を適正に上

乗せした価格で契約を締結されるよう配意してください。また，消費税は，地方消費税交

付金として地方自治体に交付される財源となるものであり，函館市にとりましても，貴重

な財源であります。貴社におかれましては，消費税の意義を十分認識され，適正なる申告

納付に努めてください。 

 

10 前払金の適正使用について（中間前払金を含む。） 

  前払金については，充当できる経費が定められています。 

  前払金の支払いを受けたときは，下請負人に対するものも含め，資材の購入，労働者の

募集その他当該工事の着手に必要な資金に配慮し，速やかに現金または口座振込により支

払うものとし，適切な資金管理で前払金を滞留することのないよう十分配意してください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 有資格者の適正な配置について 

  主任技術者または監理技術者については，公共工事の適正な執行を確保するために，一

定の雇用関係にある者を，工事の規模および内容等を勘案し適正に配置するよう定められ

ています（建設業法第２６条）。また，共同企業体についても工事の内容，出資比率等を勘

案した各構成員の技術者等の数や有資格者の適正配置について，特定の構成員の権限が集

中することのないよう配意してください。 

交通誘導員については，現場内や周辺の安全を確保するために，市街地での工事につい

ては，有資格者を配置することを徹底してください。 

 

12 工事用車両による事故の防止等について 

交通安全管理については，工事関係車両による交通事故の絶無を期するとともに，過積

載の違反防止をはじめ機械等の保管および運行管理を適正に行い，運転者に対しては交通

法規を厳守するように配意してください。 

 

13 労働者の事故防止について 

労働災害の防止については，貴社の労働者はもとより，下請負がある場合は，その労働

者も含めて，保安教育および工事現場内の保安設備の点検等を行い，事故防止に万全を期

するよう十分配意してください。 

労働安全衛生法は，建設工事の現場において元請負人及び下請負人に対して，それぞれ

の立場に応じて労働災害防止対策を講ずることを義務付けており，当該対策に要する経費

は，建設業法第 19 条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれています。 

施工段階においては，元請負人の総括安全衛生管理のもと，関係請負人がそれぞれの役

割分担により，漏れなく安全措置を講ずる必要があることから，労働安全衛生法令に基づ

く最低基準の措置だけでなく，建設工事の現場における危険性・有害性の評価をして，当

該リスクを軽減し，安全及び健康を確保するための措置を講じてください。 

 

14 産業廃棄物等の適正処理について 

  資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理を図ることを目的に「建設工事に係

る資材の再資源化等に関する法律」が定められており，中でも「特定建設資材（コンクリ

ート，木材等）」については，その再資源化が特に必要であるとされています。 

  建設資材が廃棄物となったときの処分については，この法律を遵守し，排出者責任のも

と適正な処理に努めてください。 

また，危険な盛土等の発生を防止するため，建設発生土の搬出先（施設名，住所）を契

約書において明確化することとしましたのでお知らせいたします。 

 

15 地元業者の活用，地元資材の優先的使用について 

工事等の施工に際しては，地元業者の活用，地元資材の優先的使用に努めてください。 

 

16 地元労働者，季節労働者の雇用拡大について 

労働者の雇用に当たっては，地域の活性化にもつながることから，公共職業安定所と密

接な連携をとり，地元労働者および季節労働者を積極的に雇用するよう配意してください。 

 

17 建設キャリアアップシステムの導入について 

  建設キャリアアップシステムの導入により，技能者が能力や経験に応じた処遇を受けら

れる環境が整備され，将来にわたって建設業の担い手を確保することにつながると考えら

れることから，積極的に活用するよう努めてください。 

 

18 工事関係書類への押印の廃止について 

  書類作成時の負担軽減，手続きの効率化を図るため，工事関係書類への押印については，

一部の例外（契約書，請求書等）を除き，全て廃止することとしましたのでお知らせいた

します。なお，押印しないことを強制するものではないため，押印されていても従前どお

り受け付けます。 

 

（土木部管理課庶務係     0138-21-3406） 


